
消 防 消 第 ７ ０ 号
平成１７年３月１８日

各 都 道 府 県 知 事
殿

各 指 定 都 市 市 長

消 防 庁 長 官

消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部を
改正する政令の施行について（通知）

消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部を改正する政令
（平成１７年政令第４８号）が、平成１７年３月１８日に公布され、同年４月１日
から施行されます。
貴職におかれましては、下記事項に留意のうえ、条例の改正を速やかに行う等、

今回の政令改正の趣旨に沿って適切に運用されるとともに、各都道府県知事におか
れましては、貴都道府県内の市町村及び関係一部事務組合に対してもこの旨周知願
います。

記

１ 改正の趣旨

非常勤消防団員の処遇改善を図るため、消防団員等公務災害補償等共済基金等
が市町村に支払う消防団員退職報償金支払額を増額すること。

２ 改正の内容

○ 退職報償金支払額の引上げ
非常勤消防団員退職報償金の支払額を次のように引き上げたこと。 (第３条

及び別表)
(単位：千円)

勤 務 年 数
階 級

５～10 10～ 15 15～ 20 20～ 25 25～ 30 30～

団 長 １８９ ２９４ ４０９ ５４４ ７２９ ９２９

副 団 長 １７９ ２７９ ３７９ ４８４ ６５９ ８５９

分 団 長 １６９ ２６６ ３６１ ４６１ ６０９ ７９９

副 分 団 長 １６４ ２５１ ３３６ ４２６ ５７４ ７５９

部長・班長 １５４ ２３１ ３０６ ３８６ ５１４ ６８４

団 員 １４４ ２１４ ２８４ ３５９ ４６９ ６３９

（傍線部分は改正部分）

３ 適用関係

この政令による改正後の消防団員退職報償金支払額表については、平成１７年
４月１日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常
勤消防団員については、なお従前の例によること。 (改正政令附則第２項)
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